
令和８年度ＥＴＣカードの利用業務（車種非限定）仕様書 

 

 

１ 総則 

（１） 本仕様書は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路

株式会社、阪神高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道

路株式会社及び地方道路公社（以下「高速道路株式会社等」という。）の指定する

道路において、発注者がＥＴＣカードを利用する場合に適用するもので、受注者は

本仕様書に従って、適正に業務を行うものとする。 

（２） ＥＴＣカード使用により生じた高速道路株式会社等の発注者に対する債権を、当

該会社から受注者に譲渡することをあらかじめ承諾するものとする。 

 

２ 契約期間 

令和８年４月１日から令和９年３月 31日まで 

（ただし、カード発行手数料及び再発行手数料以外の費用が無料であることを条件と

して、カード有効期間を限度として毎年更新する。） 

 

３ 基本要件 

（１）発行手数料及び再発行手数料等 

 カード発行手数料及び再発行手数料以外の費用が無料であること。 

（２）ＥＴＣカードの発行に要する期間 

 ＥＴＣカード発行の申込みを受理した後、２週間程度でＥＴＣカードの発行ができ

ること。 

 

４ 業務内容 

（１） 対象 

発注者の使用する公用車（レンタカーを含む）を対象として、発注者の必要に応

じてＥＴＣカード（クレジット機能を有しないものに限る。）を発行し、貸与・使

用させるものとする。 

（２） 所有権 

ＥＴＣカードの所有権は受注者に属し、ＥＴＣカードの紛失・盗難が生じた場合

には、受注者は適切な対応を行うものとする。 

（３） 明細書 

発注者のＥＴＣカード使用により生じた高速道路株式会社等からの債権に係る

利用明細書をＥＴＣカード毎に作成し、提出するものとする。 

（４） 請求 

高速道路株式会社等からの債権譲渡された金額について、各月経過後に請求を行

うものとする（請求書に基づき、銀行口座振込により支払う。）。 

 

５ その他 

（１） 当該業務を行うに当たっては、事前に東海農政局所属所職員（以下「担当職員」

という。）と打ち合わせを行うものとする。 

（２） 疑義が生じた場合は、担当職員と連絡を取り、指示を受けるものとする。 

 

６ 環境負荷低減に向けた取組 

（１）主な環境関係法令の遵守 



   受注者は、本業務の提供に当たり、関連する環境関係法令を遵守するものとする。 

 

（２）環境関係法令の遵守以外の事項 

   受注者は、業務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、以

下の取組に努めるものとする。 

  ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。 

  イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・企画などの電気、燃料の使用状

況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組（照明、空調

のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用

等）の実施に努める。 

  ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な循環的な利用及び適正な処分に努

める。 

  エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。 

  オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。 

  カ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械

の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。 
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令和８年度ＥＴＣカードの利用業務（車種非限定）応募要領 

 

１ 総則 

令和８年度ＥＴＣカードの利用業務（車種非限定）（以下「業務」という。）の受

注者を公募により選定することとし、その実施については、この要領に定める。 
 

２ 業務内容 

業務内容は、別添「令和８年度ＥＴＣカードの利用業務（車種非限定）仕様書」（

以下「仕様書」という。）のとおりとする。 
 

３ 応募資格 

応募者は、次のすべてに該当する者とする。 

（１） 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第70条の規定に該当しない者であ

ること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必

要な同意を得ている者は、同条中の特別の理由がある場合に該当する。 

（２） 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 

（３） 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供

等」中の「その他」において、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」及び「Ｄ」いずれかの等

級に格付けされ、「東海・北陸地域」の競争参加資格者に登録されている者であ

ること。 

（４） 東海農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要

領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。（農林水産省の他の機関か

ら指名停止を受けている場合も同様とする。） 

（５） 経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であり、適正な

業務の履行が確保される者であること。 

（６） 仕様書を全て満たす者であること。 
 

４ 応募申込書等の提出期限等 

業務の受注を希望する者は、以下により書類の提出を行う。 

（１） 提出期限：令和８年３月９日（月）午後５時 

（２） 提出場所及び問合せ先 

〒４６０－８５１６ 

愛知県名古屋市中区三の丸１－２－２ 

東海農政局会計課調達係 

電話 ０５２（２２３)４６１５ 

（３） 提出書類 

ア 応募申込書（別紙１）１部 

イ 提出者の概要（会社概要等）１部 

ウ ３の(3)で示す資格審査結果通知書の写し１部 

（４） 提出に当たっての留意事項 

ア 持参により提出する場合の受付時間は、平日の午前９時から午後５時までとす

る。 

イ 郵送等により提出する場合は、４（１）の提出期限内に、４（２）の提出場所

に到着したものまでを受け付ける。 

ウ 提出された書類に不備があった場合は、無効とする。 
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エ 提出された書類は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うこと

はできない。また、返還も行わない。 

オ 虚偽の記載をした書類は、無効とする。 

カ 応募者の資格を有しない者が提出した書類は、無効とする。 

キ 応募申込書の提出者は、暴力団排除に関する誓約事項（別紙２）について応募

申込書の提出前に確認しなければならず、応募申込書の提出をもってこれに同意

したものとする。 

ク 暴力団排除に関する誓約事項（別紙２）について、虚偽又はこれに反する行為

が認められた書類は、無効とする。 
 

５ その他 

（１） 応募要領に基づいて作成した応募申込書を支出負担行為担当官が審査し、審査

応募資格を全て満たしていると認めた者と契約を締結するものとする。 

    なお、本件は令和８年度の案件であるため、契約締結にあたっては、令和８年

度予算の成立が条件となることを了承のうえ、応募すること。 

（２） 有効な応募が複数ある場合には、くじ引きにより１者を決定することとする。

くじ引き抽選を行う場合は、応募期限後該当者に通知する。日時及び場所は令

和８年３月１２日（木）午前１０時東海農政局入札室において行う。 

なお、応募者が直接くじを引くことができない時は、本件事務に関係のない職

員がこれに代わって行うものとする。 

（３） 別添契約書案のとおり、本契約の発注者は支出負担行為担当官東海農政局長で

あることに留意すること。 



（別紙１） 

 

応 募 申 込 書 
 

令和  年  月   日 

 

 

支出負担行為担当官 

東海農政局長 秋葉 一彦 殿 

 

 

住所 

商号又は名称 

代表者氏名 

 

 

令和８年度ＥＴＣカードの利用業務（車種非限定）について、仕様書の必須条件を全

て満たしており、当該業務を確実に履行できるので、下記の必要書類を添付の上、応募

します。 

 

 

 

記 

 

１．提出者の概要               １部 

２．資格審査結果通知書の写し         １部 

 

 

 

 

 

 

（担当者） 

所属部署： 

氏 名： 

電話/FAX： 

e - m a i l： 



（別紙２） 

 

                          暴力団排除に関する誓約事項 

 

 当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記１及び２のいずれに

も該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。 

 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ること

となっても、異議は一切申し立てません。 

  また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの。ただし、

有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表）を警察

に提供することについて同意します。 

 

                                      記 

 

１ 契約の相手方として不適当な者 

（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法

人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）

の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している

者をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成

３年法律第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団員

（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している

とき 

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどして

いるとき 

（５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

 

２ 契約の相手方として不適当な行為をする者 

（１）暴力的な要求行為を行う者 

（２）法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 

（３）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 

（４）偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 

（５）その他前各号に準ずる行為を行う者 

   

   上記事項について、応募申込書の提出をもって誓約します。 



契 約 書（案） 

 

 

※１ 支出負担行為担当官       （以下「甲」という。）と、       （以

下「乙」という。）は、乙所定の○○規約、○○特約、○○規定、○○（以下総称して「乙の

規約等」という。）に基づく甲の「○○カード」（以下「本カード」という。）の利用に関し、

以下のとおり契約を締結する。なお、本契約書および乙の規約等に基づく甲の本カード利用

に関する甲乙間の契約をあわせて「本契約等」という。 

 

（信義誠実の原則） 

第１条 甲および乙は、信義に従って誠実に本契約等を履行するものとする。 

 

（本契約等の目的） 

第２条 甲は、本契約等の定めるところにより、本カードを使用して、ETCシステムを利用す

ることができる。 

 

（利用範囲） 

第３条 甲は、本カードを、〇〇規定に定める道路事業者（以下「道路事業者」という。）の

指定する道路において使用できるものとする。 

 

（本契約等の期間） 

第４条 本契約等の期間（以下「契約期間」という。）は、乙の規約等における有効期限の定

めに関わらず、令和８年４月１日から令和９年３月31日までとする。 

２ 前項にかかわらず、甲が契約期間満了後の本カードの継続利用を希望する旨を当該期間

満了の10日前までに書面にて乙に申し出た場合には、甲乙協議の上、契約期間を延長する

ことができる。 

３ 本契約等が、契約期間の満了、退会、会員資格喪失、甲からの解除その他の事由により

終了した場合、甲は、乙から貸与されたすべての本カードを乙に返還または本カードに切

り込みを入れて破棄するものとし、全ての本カードの使用を停止しなければならないもの

とする。なお、当該終了の場合といえども、甲は、従前の本カード利用にかかる契約金額

（第８条に定めるものをいう。）については、本契約書第14条から第16条の規定に従い支

払うものとする。 

 

（本カードの発行・貸与） 

第５条 乙は、甲の所有または管理する車輌に搭載させることを目的として、本契約等の定

めるところにより、甲に対し、本カードを発行し、貸与する。 

 

（本カードの所有権） 

第６条 本カードの所有権は乙に属し、甲はそれを善良なる管理者の注意義務をもって使用・



管理しなければならない。 

２ 甲は、本カードの紛失・盗難があった場合は、乙に対し速やかに通知するとともに、そ

の他必要な調査に協力するものとする。 

 

（本カードの発行手数料） 

第７条 乙の規約等の定めに基づき本カードを再発行した場合、甲は乙に対し、乙所定の再

発行手数料を支払うものとする。 

 

（契約金額） 

第８条 契約金額は、次のとおりとする。 

(1)年会費：●●円（消費税別） 

(2)契約金額：本契約等に基づく本カードの利用金額 

 

（契約保証金） 

第９条 甲が乙に支払うべき契約保証金はないものとする。 

 

（権利義務の譲渡等） 

第10条 乙は、本契約等に基づく甲に対する権利または義務の全部若しくは、一部を甲の承

諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、または承継させてはならない。ただし、信用保証協

会、中小企業信用保険法施行令（昭和25年政令第350号）第１条の３に規定する金融機関、

資産の流動化に関する法律（平成10年法律第105号）第２条第３項で規定する特定目的会社

および信託業法（平成16年法律第154号）第２条第２項に規定する信託会社に対して債権を

譲渡する場合は、この限りでない。 

２ 前項ただし書に基づいて甲に対する債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁

済の効力は、甲が、予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第42条の２に基づき、セ

ンター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。ただし、同勅

令第43条第３項に基づき小切手の振り出しまたは国庫金振替書若しくは支払指図書の交付

を受けられない場合にはこの限りではない。 

 

（機密の保持） 

第11条 甲および乙は、本契約等の履行に関し、知り得た相手方の機密情報および本契約等

の内容（公知のもの、既に保有していたもの、第三者から正当に入手したものを除き、以

下「機密情報」という。）を第三者に開示・漏洩してはならない。 

２ 甲および乙は、機密情報を本契約等に基づく業務の履行以外の目的に使用してはならな

い。 

３ 甲および乙は、自己の従業員に対し、機密情報の漏洩を防止するための必要な措置を講

ずるものとする。 

 

（監督） 



第12条 甲は、本契約等の履行に関し、乙に重大な過失が認められるときは、甲の指定する

監督職員（以下「監督職員」という。）に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることが

できる。 

２ 乙は、監督職員の監督または、指示に従わなければならない。 

 

（事情変更） 

第13条 甲は、事情の変更により必要がある場合には、業務を一時中止若しくは、業務の一

部を打ち切ることができる。 

２ 甲および乙は、本契約書の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定または改廃

その他の著しい事情の変更により、本契約等に定める条件が不適当となったと認められる

場合は、協議の上本契約書を変更することができる。 

３ 前２項の場合において、本契約書に定める条項を変更する必要があるときは、甲乙協議

の上書面により定めるものとする。 

 

（検査） 

第14条 乙は、毎月１日から末日までの本カード利用にかかる明細（本カードの各通行の記

録および利用代金等が記載されているものをいい、以下「利用代金明細」という。）を翌月

下旬に作成し、甲は乙所定の方法で利用代金明細を確認するものとする。 

２ 甲は、前項に定める利用代金明細に係る書面の郵送を希望する場合、乙所定の明細書発

行手数料を乙に支払うものとする。 

３ 甲は、利用代金明細を確認後、支払日の10営業日前までに検査しなければならない。 

 

（請求および支払） 

第15条 乙は乙所定の方法により、毎月１日から末日までの本カード利用にかかる請求書お

よび請求内訳明細書を翌月下旬に甲に通知し、本カード利用代金を甲に請求するものとす

る。 

２ 甲は、前項に定める適正な支払請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日

以内に対価を支払うものとする。 

 

（遅延利息） 

第16条 甲は、前条第２項に規定する期日までに請求金額を支払わなかった場合は、当該期

日の翌日から起算して支払済みの日までの日数に応じ、請求金額に対して、政府契約の支

払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号）第８条第１項に基づく遅延利息率を乗

じて計算した遅延利息を速やかに支払うものとする。ただし、その金額に100円未満の端数

があるときまたは、その金額が100円未満であるときは、その端数金額または、その全額を

切り捨てるものとする。 

 

（年度末対応） 

第17条 甲は、毎年３月利用分の請求書および請求内訳明細書について、第15条に定める通



知スケジュールよりも前に通知を希望する場合、その旨を乙所定の方法で申し出たうえで、

乙所定の手数料を乙に支払うものとする。 

 

（中途解約、解除） 

第18条 甲は、契約期間中であっても、１ヶ月前までに書面により通知することにより、本

契約等を解約することができる。 

２ 甲は、乙が正当な理由なく、本契約書または乙の規約等本契約等の各条項に違反した場

合は、書面による催告により本契約等を解除することができる。 

 

（反社会的勢力の排除） 

第19条 甲および乙は、互いに相手方に対し、現在、自己および自己の役員が、暴力団、暴

力団員、暴力団員でなくなったときから５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関

係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ず

る者（以下これらを「暴力団員等」という。）に該当しないこと、および次の各号のいずれ

にも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 

(1) 暴力団員等が自己の経営を支配していると認められる関係を有すること。 

(2) 暴力団員等が自己の経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 

(3) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって

するなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 

(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認め

られる関係を有すること。 

(5) 自己、自己の役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難され

るべき関係を有すること。 

２ 甲および乙は、互いに相手方に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行

為も行わないことを確約する。 

(1) 暴力的な要求行為 

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害

する行為 

(5) その他前各号に準ずる行為 

３ 甲および乙は、相手方が暴力団員等または第１項の各号のいずれかに該当する者（以下

「暴力団関係者」という。）と取引関係にあることを知ったときは、相手方に対して当該

暴力団関係者との取引関係を速やかに解消する措置をとるよう求めることができ、当該措

置を求められた者は、正当な理由がない限り、当該暴力団関係者との取引関係を解消する

よう努めることを確約する。 

４ 甲および乙は、第１項に定める相手方の表明保証が真実でないことが判明した場合、又

は相手方が第１項から第３項のいずれかに違反した場合には、何らの催告を要せず直ちに

本契約等を解除することができる。 



 

（損害賠償） 

第20条 乙は、第13条第１項若しくは第２項の規定に定める場合または、第18条第１項若し

くは第２項の規定による中途解約、解除の場合には、甲に対して損害賠償の請求をしない

ものとする。 

２ 第18条第２項の規定による解除の場合は、甲は、乙に損害賠償を請求できるものとする。 

３ 第19条第４項の規定により解除権を行使する者は本契約等を解除したことにより相手方

に損害が生じた場合であっても、一切の補償又は賠償責任を負わず、かかる解除により解

除権を行使する者に損害が生じたときは、相手方に損害賠償を請求できるものとする。 

４ 甲および乙は、本契約等を履行するにあたり、相手方に損害を与えたときは、自己の負

担においてその損害の賠償をするものとする。ただし、その損害の発生が相手方の責めに

帰すべき理由による場合においては、この限りでない。 

５ 甲および乙は、本契約等を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、自己の負

担においてその損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害の発生が相手方の責めに

帰すべき理由においては、この限りでない。 

６ 第２項から第４項に規定する損害賠償の額は、甲乙協議して定めるものとする。 

 

（適用関係） 

第21条 本契約書に定めのない事項については、乙の規約等が適用されるものとする。 

 

（協議解決） 

第22条 本契約等の履行に際し、本契約書および乙の規約等について疑義が生じたときは、

甲乙協議して解決するものとする。 

 

（管轄） 

第23条 本契約等の履行に際し、甲と乙との間に紛争が生じたときは、甲または乙の所在地

を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とする。 

 

この契約締結の証として本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

  令和   年   月   日 

 

※１甲  住所 

氏名 

 

 

乙  住所 

氏名 

※１ 支出負担行為担当官は所属所毎に以下のとおりとする。 



所属 住所 支出負担行為担当官等名 発行枚数 

東海農政局 
名古屋市中区三の丸

1-2-2 

支出負担行為担当官 

東海農政局長 秋葉 一彦 
23枚 

東海農政局木曽

川水系土地改良

調査管理事務所 

名古屋市昭和区安田

通 4-8 

分任支出負担行為担当官 

東海農政局木曽川水系土地改良調査管

理事務所長 

植田 康成 

10枚 

東海農政局土地

改良技術事務所 

名古屋市中区三の丸

1-2-2 

分任支出負担行為担当官 

東海農政局土地改良技術事務所長 

島尾 武文 

３枚 

東海農政局西濃

用水第三期農業

水利事業所 

大垣市神田町 1-1 

分任支出負担行為担当官 

西濃用水第三期農業水利事業所長 

藤澤 貴充 

３枚 

東海農政局新濃

尾農地防災事業

所 

一宮市八幡 5-1-14 

分任支出負担行為担当官 

東海農政局新濃尾農地防災事業所長 

秋永 邦治 

4 

東海農政局矢作

川総合第二期農

地防災事業所 

安城市大東町 22-16 

分任支出負担行為担当官 

東海農政局矢作川総合第二期農地防災

事業所 

長山 政道 

15枚 

 


